
愛媛県鉱工業生産指数基準改定の概要 
―平成２７年基準― 

 

 鉱工業生産指数は、鉱工業の生産活動を数量的な面から指数化したものであり、本県経

済の動向を把握する重要な経済指標の一つとして利用されています。  

この指数は、基準時にウエイトを固定した加重平均法（ラスパイレス算式）を採用して

いるため、比較時が基準時から遠ざかるにしたがって、産業構造の変化等の要因により実

態を反映しにくい傾向がみられます。 

 このため、実勢を反映した精度の高い指数とするため、現行の基準時である平成 22 年

（2010 年）から５年後の平成 27 年（2015 年）を新たな基準時とし、ウエイトや採用品目

等の見直しを行いました。 

 

 

１．基準時及びウエイト算定年次 

   指数の基準時及びウエイト算定年次を平成 22 年から平成 27 年に変更しました。  

したがって、指数値は平成 27 年＝100.0 とした比率で示されます。 

 

２．業種分類 

   指数の業種分類は、原則として日本標準産業分類に準拠し、平成 22 年基準を踏まえ

たうえで、一部業種の名称を変更しました。  

鉱工業 
  

製造工業  
  

鉄鋼業 
  

      
      

非鉄金属工業  
  

        
      

金属製品工業  
  

        
      

汎用・生産用機械工業  
 

 

       

      
電気機械工業  

  

        
      

輸送機械工業  
  

        
      

窯業・土石製品工業  
  

        
      

化学工業 
  

        
      

石油・石炭製品工業  
  

        
      

プラスチック製品工業  
  

        
      

パルプ・紙・紙加工品工業  
 

       
      

繊維工業 
  

        
      

食料品工業 
 

木材・木製品工業  
       
      

その他工業  
  

家具工業 
        
        

ゴム製品工業  
        

 

 〇「一般機械工業」を「汎用・生産用機械工業」としました。  

 〇「食料品・たばこ工業」を「食料品工業」としました。 



３．採用品目 

   採用品目の選定については、「経済産業省生産動態統計調査」の全品目一覧等を基に

業種ごとに基準年次における生産金額の大きな品目を選定し、代表性、正確性、重要

性等に着目し検討を行いました。  

   その結果、平成 27 年基準での指数採用品目総数は９５品目となりました。  

 

４．ウエイト 

   ウエイトは、付加価値額ウエイトを採用し、鉱工業全体を 10,000.0 とした構成比に

よって表しています。 

   業種別のウエイトは、「平成 28 年経済センサス-活動調査」を基礎資料とし、指数の

業種概念に適合するよう調整を行いました。 

   また、非採用業種及び非採用品目の付加価値額は取り除いた上で、それぞれ製造工

業全体や業種ごとにふくらまし（按分）を行う等所要の調整を行いました。 

 

５．季節調整 

   季節調整法は、米国センサス局のＸ-12-ＡＲＩＭＡ（Ver.0.3）を採用し、季節要因

に加え、曜日、祝祭日要因を考慮した調整を行いました。 

 

６．新基準の公表及び接続指数 

   平成 27 年基準による指数値は、平成 25 年１月分まで遡及して過去系列を作成し、

公表しています。 

   また、それ以前の指数は、旧指数に接続係数を乗じて接続指数を作成することによ

り、平成 20 年 1 月分まで遡って便宜的に接続させています。 

   なお、平成 22 年基準との接続係数の算出方法は下記のとおりです。 

          平成 27 年基準の平成 25 年 1～3 月平均季節調整済指数 

平成 22 年基準の平成 25 年 1～3 月平均季節調整済指数 接続係数＝  
接続係数＝  接続係数＝  


